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令和３年度 多子世帯支援事業（授業料半額の補助制度）のご案内 

 

 多子世帯における授業料等支援事業（多子世帯支援事業）とは、就学支援金（授業料が 0円になる補助金）を

受給せず、かつ、23歳未満の子を３人以上扶養している世帯の授業料が半額になる制度です。 

下記のとおり受付を行いますので、フローチャート及び別紙お知らせをお確かめの上、お手続きくださいますよ

うお願いいたします。 

 

【 フローチャート 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※9月に通知が届いた方は 10月 9日までに提出、10月に通知が届いた方は 11 月 9日までに提出。 

最終期限は、自宅に通知が届いた後 30日以内です。期限後も、申請は随時受け付けておりますが、受け

られる減額が少なくなることがあります。ご不明な点がございましたら下記担当者までご連絡ください。 

清瀬高校 経営企画室 学事担当 TEL 042-492-3500   

先月、就学支援金(水色の封筒) 

不申請の用紙を提出した 

今年、授業料減免申請書を 

既に提出した 

Ｙｅｓ 

かならず７月２０日（火）までに 

経営企画室 窓口へ提出 

今年、授業料減免決定通知書 

を受け取った 

Ｙｅｓ 

Ｎｏ 

Ｎｏ 

Ｙｅｓ 

Ｙｅｓ 

２３歳未満の子を 

３人以上扶養している 

就学支援金が 

不認定になるかもしれない 

(年収おおよそ 910 万円以上は 

不認定の可能性あり) 

Ｎｏ 
Ｎｏ 

本件に関しての 

お手続きは不要です 

７月１６日（金）までに 

経営企画室 窓口で 

書類を受け取る 

７月１２日（月） 頃 結果判明見込 

経営企画室 窓口で確認し、 

不認定なら書類を受け取る 

なるべく７月２０日（火）までに 

経営企画室 窓口へ提出 

(間に合わない場合は、10月 9日まで) 

Ｙｅｓ 

９月１日（水） 頃 結果判明見込 

経営企画室 窓口で確認し、 

不認定なら書類を受け取る 

なるべく９月３０日（木）までに 

経営企画室 窓口へ提出 

(間に合わない場合は、下記※参照) 

Ｙｅｓ 

Ｎｏ 

先月、マイナンバーを 

提出した 

Ｎｏ 

Ｙｅｓ 

９月～１０月に 

就学支援金 不認定 の 

通知が自宅に届いた 

Ｙｅｓ 

Ｎｏ 

Ｙｅｓ 

Ｙｅｓ 


